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人口減少社会への流れを変える地方再生対策の推進について 
 

 
 

＜ 参 考 ＞ 鳥取県独自の対策 
 
（ 雇用・産業 ） 
 

・若年者就業支援事業 

「若者仕事ぷらざ」を設置し、若年者対象に早期就職・職場定着を促進 
 

・女性の就業支援モデル事業 

     女性を中心に就職支援を行う窓口（レディース仕事ぷらざ）を設置し、求人ニーズのある企業に

登録者を紹介するなど、女性の就業を総合的に支援 

 

（ 移住促進 ） 
 

・移住 2000 人達成事業 

移住者を増やすための情報発信、移住体験ツアー等受入環境の整備を支援 
 

・鳥取県移住定住推進交付金 

相談員の設置、空き家等を活用した移住者向け住宅施設支援 

 

（ 地域コミュニティの再構築 ） 
 

・若者定住等による集落活性化総合対策事業 

小規模高齢化集落の限界化に歯止めをかける移住促進や、地域活性化の支援を行う NPO 等

の団体の支援を行う。 
 

・中山間集落見守り活動支援事業 

中山間地域等で事業活動を行っている事業者と、市町村、県との間で協定を結び高齢者を見

守る活動を推進。 
 
（ 少子化対策 ） 
 

・不妊治療費等支援事業  

国の助成基準を超えて特定不妊治療を行う際における年間助成回数の上限を撤廃 
 

・中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業  

中山間地域の市町村が保育料の無償化(軽減)を行う場合における経費を支援 
 

・鳥取県多子世帯保育所保育料軽減子育て支援事業  

多子世帯（３人以上の児童がいる世帯）の保育料を軽減する市町村を支援 
 

・子育てしやすい企業支援事業 

父親の育児休暇等の取得促進につながる休暇取得を促進した事業主へ奨励金を交付 

 

 

《提案・要望の内容》 
 
○ 今後、確実に進む人口減少社会が到来する可能性を見据え、人口減少対策や大都市

への一極集中の是正など、国として積極的に必要な対策を推進すること。 
 

○ 地方が地域の実態に応じた、少子化対策、移住促進、地域コミュニティの再構築等

の取り組みが確実に実施されるよう、必要な財政支援や規制緩和を行うこと。 
・地域再生のための総合的な対策を行うことができる、自由度の高い交付金型制

度の創設 

・企業立地促進や移住者の起業につながる、農地転用や遊休施設の有効活用につ

ながる総合的な規制緩和 
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「国のかたち」を変える地方分権改革の推進について 

 

《提案・要望の内容》 
 
○東京一極集中の中央集権構造を是正するため、国と地方の役割分担の抜本的見直しに

よる構造改革を進め、国出先機関改革のみならず、中央府省を含む国から地方への事

務・権限の移譲を一層のスピード感をもって実行するなど、「国のかたち」を変える

地方分権改革を推進すること。 

 

 

【第４次一括法に伴う対応】 

○第４次一括法の成立を受け、事務・権限の移譲が円滑に行われるよう、確実な財源措

置、移譲等のスケジュールの調整、研修の実施、マニュアルの整備等を早期に実施す

ること。 

 

 

【地方分権改革の推進】 

○今回の事務・権限の移譲等の見直しでは移譲されなかったが、ハローワークをはじめ

地方からの要望の強い事務・権限については、引き続き移譲に向けた検討を着実に進

めること。 

 

○義務付け・枠付けの見直しについても、地域の実情に応じた施設の設置・運営に支障

をきたしている「従うべき基準」を廃止又は「参酌すべき基準」へ移行するなどして、

地方の自由度を実質的に高めること。 

【道州制の検討】 

○道州制は、中央府省の解体再編を含めた統治機構の抜本的な改革を伴うものでなけれ

ばならず、その検討に当たっては、重要事項の検討をすべて国民会議に委ねるのでは

なく、地方と十分協議し、当事者たる地方の意見を十分に反映すべきであり、拙速に

進めることなく、国民的な議論を十分に尽くすことが前提であること。 
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「地方分権改革に関する提案募集」に係る提案の実現について 

 
＜提案項目の主なもの＞ 

１ 鳥取県からの提案 

【事務・権限の移譲】 

○ハローワークが行う無料職業紹介事業・雇用保険手続を希望する都道府県へ移管す

ること。 

・地域課題の解消に向け、自治体施策との完全一体運用が行えるよう、ハローワークが行う無料職

業紹介事業・雇用保険手続を希望する都道府県へ移管すること。 

・ハローワークの都道府県への移管が実現できない場合でも、自治体が設置するふるさとハローワ

ークにおいて雇用保険手続が行えるよう、雇用保険の適用・認定・給付等業務を希望する都道府

県に移譲すること。 

○水道事業の認可・指導監督に関する権限を都道府県へ移譲すること。 

地域の実情に応じたきめ細やかな指導・監督が行えるよう、計画給水人口５万人超の水道事業に

ついても認可・指導監督に関する権限を都道府県へ移譲すること。（※５万人以下は既に移譲済） 
 

【規制緩和】 

○学校給食用牛乳の供給価格及び供給業者選定を都道府県の裁量により決定できるよ

うにすること。 

学校給食用牛乳の供給価格及び供給業者選定について、適正価格を担保することを前提に地域の

実情にあわせ県の裁量により行うことができるようにする。 

○小規模な放課後児童クラブが補助対象となるよう、補助要件を緩和すること。 

中山間地域をはじめ、少子化が進行している地域の実情を踏まえた保育ニーズに対応するため、

小規模な放課後児童クラブ（利用者数９人以下）が補助対象となるよう、補助要件を緩和すること。 

○医療機関が新増設することが必要な病床数を都道府県の裁量により決定できるよう

にすること。 

地域の実情に応じた医療体制を確保するため、統一的な基準により算定するのではなく、必要な

病床数を都道府県の裁量により決定できるようにすること。 

 

２ 関西広域連合からの提案 

○山陰海岸国立公園に係る管理権限を関西広域連合へ移譲すること。 

国・地方による二重行政を一本化し行財政を効率化するとともに、広域的に行う調査やイベント、

看板整備等の許認可についての処理の迅速化や、地域の実情に応じた重点的な環境整備が行えるよ

う、山陰海岸国立公園に係る管理権限を関西広域連合へ移譲すること。 

 

３ 中国地方知事会からの提案 
○ハローワークが行う無料職業紹介事業・雇用保険手続を希望する都道府県への移管【再掲】 

○小規模な放課後児童クラブが補助対象となるよう補助要件の緩和【再掲】 

《提案・要望の内容》 
 
○「地方分権改革に関する提案募集」にあたっては、地方の発意や多様性を尊重し、地

方からの制度改正に関する提案を真摯に受け止めるとともに、事務・権限の移譲や規

制緩和の実現を前向きに検討すること。 

 

○本県からの提案及び本県が参加する関西広域連合や中国地方知事会からの提案を採

択すること。 
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地方税財政の充実・強化について

《提案・要望の内容》

○少子高齢化社会が進む中で、今後、地方の役割が増大していく一方で、常態化
している地方の財源不足を解消するため、地方交付税の法定率引上げを行うこ
と。併せて、地方財政や地方税制については「国と地方の協議の場」において
議論し、地方の意見を適切に反映すること。

【地方交付税関係】

◯骨太の方針・新成長戦略では地方の人口減対策を前面に打ち出しているととも
に、政府内に地方創生本部を新設し、地方の活性化に全力で取り組む姿勢が示
されたことから、地方が創意工夫により独自に行う単独事業について 「地方、
創生枠」の新設などにより、その取り組みを的確に財政需要に反映させるとと
もに、安定的な財政運営が可能となるよう、歳出特別枠、別枠加算を堅持し、
交付税総額を確保すること。

○行革や経済活性化施策等の実績を評価して配分する場合には、地域の実態に応
じて的確に反映できる指標を用いるなど、地域が自主努力により取り組む行革
や産業育成等の施策を最大限支援する仕組みとすること。

○法人住民税の一部を原資化して平成２７年度から措置される交付税の配分にあ
たっては、制度創設の趣旨に則り、財政力の弱い自治体に、より一層配慮した
仕組みとすること。

◯市町村合併に伴う普通交付税の特例措置の終了については、合併市町村の財政
運営に支障を生じることのないよう、市町村合併による行政区域の広域化に伴
い生じる財政需要等を考慮した普通交付税措置を講じること。また、合併を行
わなかった市町村においても、過疎化や人口減少が進展する中で持続可能な行
政サービス体制構築のために必要な普通交付税措置を講じること。

【税制関係】

○法人実効税率の引下げの検討等を行う場合には、地方の歳入に影響を与えるこ
とのないよう、外形標準課税の拡大や政策減税の抜本的な見直しによる課税ベ
ースの拡大などの代替措置により、必要な地方税財源を確保することを併せて
検討すること。なお、外形標準課税の拡大については、既に外形標準課税が導
入されている大企業について検討すべきであり、地域経済や雇用を支える中小
企業への拡大については慎重に検討すること。

◯固定資産税は市町村を支える安定した地方財源であり、課税ベースが縮小され
れば、市町村の行財政運営の根幹を揺るがすことになるため、償却資産への課
税に係る現行制度を堅持すること。

◯自動車関連諸税の簡素化・グリーン化に際しては、安定的な地方税源を確保す
ること。また、地方環境税（仮称）の創設や「地球温暖化対策のための税」の
使途に森林吸収源対策を位置づけるなど、森林吸収源対策及び地球温暖化対策
における地方の果たす役割を適切に反映した地方税財源を確保する仕組みを構
築すること。
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高速道路ネットワークの早期整備について

《提案・要望の内容》

本県の産業・経済の基盤強化と大規模自然災害に備えた国土の全域にわた
る強靭な国づくりに向けて、西日本の日本海国土軸を形成する山陰道、山陰
近畿自動車道等の高速道路ネットワークの早期完成は県民の悲願であり、事
業中区間の整備促進とともに、ミッシングリンクの解消に向け未事業化区間
の調査・検討を進めること。

○「鳥取西道路」全線の平成２９年度一体的供用

については、平成２９年度供用予「鳥取西道路（鳥取西ＩＣ～青谷ＩＣ 」）
「吉岡温泉ＩＣ～青谷ＩＣ」 「鳥取西ＩＣ～吉岡温定が公表された とともに、

についても一体的な供用が図られるよう、埋蔵文化財調査の集中的・泉ＩＣ」
計画的な実施に加え、調査が完了した区間においては速やかに工事着手し、整
備を促進すること。

○「北条道路」の交通安全対策事業の早期整備及び全線自動車専用道路としての
早期事業再開に向けた計画段階評価の促進

については、近年重大な交通事故が頻発していることから、交「北条道路」
通安全対策事業（湯梨浜・北栄地区の交差点立体化）の早期整備を図るととも
に、全線自動車専用道路としての早期事業再開に向けて、早急に計画段階評価
を進めること。

○「山陰道～鳥取市福部町」の計画段階評価に向けた調査の促進

、未事業化区間の については『 「 」』山陰近畿自動車道 山陰道～鳥取市福部町
山陰道 ・ 鳥取自動車道 ・ 山平成25年度に官民連携による勉強会において、『 』『 』『

の３本の路線を連結させる必要性等が示され、今後、国・県陰近畿自動車道』
・市による協議機関を設置し事業化への進展を図ることとしており、当該区間
の早期事業化のための計画段階評価に向けた調査を進めること。

○「米子市～境港」の道路のあり方の検討促進

北東アジアゲートウェイである「境港」及び「米子鬼太郎空港」からの物流
、 、・人流の効率化 観光地等へのアクセス向上及び緊急時の避難経路の確保など

広域的な道路ネットワークの充実・機能強化の観点から 間、「米子市～境港」
に必要な幹線道路のあり方や、米子市内の慢性的な渋滞の対策について、さら
に積極的に検討を進めること。

○『鳥取自動車道』における付加追越車線の早期供用

については、高速道路本来の定時性・安全性を十分に発揮『鳥取自動車道』
させるため、現在整備中の４区間の付加追越車線を早期に供用すること。

○『米子自動車道 ・ 米子道路」の４車線化及び｢米子道路｣における付加追越車』「
線の早期供用

『米子自動車道(蒜山ＩＣ高速道路本来の定時性・安全性の確保を図るため、
について４車線化を行うこと。～米子ＩＣ ・ 米子道路」）』「

また については、現在整備中の 間、「米子道路」 日野川東ＩＣ～米子南ＩＣ
の付加追越車線を早期に供用すること。

○地域高規格道路の整備促進

高速道路ネットワークを補完する地域高規格道路については、１日も早い供
用を図るため、トンネル等の大規模構造物の進捗状況に応じた重点的な予算配
分を行うこと。
「岩美道路」 『山陰近畿自動車道』－－－－－－－－－－－－－－－－
「倉吉道路 「倉吉関金道路」 『北条湯原道路』」、 －－－－－－－－
「鍵掛峠道路 「江府道路」 『江府三次道路』」、 －－－－－－－－－
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米子市～境港
〈検討促進〉

山陰道

jt条道路（L:13.Skm)
〈主I自動車事用車穏としての事量再開〉

山陰湿畿自動車道
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菅谷羽含道路

一－
ロ

「鳥取酉道路｛鳥取酉IC～青益IC）」については、平成29年度供用予定か公表された「吉岡温堤l
G～青谷ICJとともに「鳥取西IC～吉岡温泉ICJについても一体的な供用が図られるよう、埋蔵実

化財調査の集中的・計画的な実施に加え、調査が完了した区間においては速やかに工事着手し、

窒官を促進 すること。
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本線部については、
平成2年度から用地買収
（旧北条町域のみ）に着手し、

横断構造物や路体盛土

工事等を行っていたが、
平成19年度以降は
予算計上なし

無信号を含む平面
交差点を中心に重大
事故が頻発しており、
交通事故致死率（9.8%) 

は全国平均（0.6%) 

や県内の他区間（1.6%)

と比べて非常に高い。

りじ条道路」に合いては、 近年重大な交通事故か頻発していることから、 玄通安盆対策事業（縄選

l浜・北栄地区の~差点立体化） の早期整備を図るとともに、 全線自動車専用道路としての 早期事T
業再開 に向けて、早急に計画段階評価を進めること。



- 9 -

園田 園
臨接絹

》 鳥臨空港や鳥取港、県立中央病院との

笹続性陶上

》 国道29号（平代71<周辺）の交通円滑化

》ルートについては、東一西方向、東一商方向

伺れの移動もスムーズになるよう連結位置の

バランスにも配慮が必要

未事業化区間<15『山陰近畿自動車道「凶陰道～鳥取市福部町」』 にヲいてば、平取2'5）年度に官昆

連携による勉強会において、『山陸道』・『鳥取自動車道』・『山陰近畿自動車道』の3本の路線を連

結させる必要性等が示され、今後、国・県・市による協議機関を設置 し事業化への進展を図ることと

しており、当該区間の 早期事業化のための計画段階評価民向けた調査を進め‘る』こと。
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付加温越車線の構造要件＞
段置間隔6～10km、
II置延長1.0～1. 5kmを
標準とする。
※『道路舗造令の傍観と遷用』より

『絵江自動車道』の核況＞

71. 6km＜三次取おT-IC－~尾道‘JCT)
のうち4箇所で追越車線を設置
※r~江自動車道』も『鳥取自動車道』
と岡じ〈街宣緒方式で鎗行

全線62.3kmのうち追越車線が僅か1箇所しかないことから、
高速道路本来の速達性・定時性が十分発揮できていない。

対面交通lζ起因する重大事故の防止

対面交通は、衝突事故をはじめとする重大事故の要因
となるとともに、事故発生時には長時間の通行止を伴う。

『鳥取自動車道』について拡、扇速道路本末の定時性、安全性を十分に発揮させるため、現在整備

申の 4区間の付加追越車線を早期に供用すること。
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f .. ~~~ ~ －~~－：~正三五；q~~
々悪化する交通渋滞の解消

~平遭睡でl:t~ 壷壷置の幽加により
壷勤時間帯豊中心に吏遁漉遣がS量生

早盛22年2Jil148.業手自動車遭｛伯書町金量魯3

で鐙生した正面置喪事故で‘文章生3名が死亡a

高速道路本来の定時性・安全性の確保を図るため、 『米子自動車道（蒜山IC～米子IC）』 ・「米子

道路」について4車緑化を行うこと。また、「米子道路」については、現在整備中の 日野川東IC～
菜子商IC聞の付加追越車線を早期に供用すること。



北東アジアゲートウェイ「境港」の重点整備について

《提案・要望の内容》

我が国の経済再生や国土強靭化を推進し、日本海国土軸を形成するため、

北東アジアゲートウェイ「境港」の重点整備を実施すること

○竹内南地区 複合一貫輸送に対応した貨客船ターミナル整備事業〔直轄事業〕

の事業化を実現すること

○中野地区 国際物流ターミナル整備事業〔直轄事業〕を重点実施により早期

完成すること

〈参考〉

○竹内南地区 複合一貫輸送に対応した貨客船ターミナル

我が国唯一の国際定期貨客船（日本－韓国－ロシア）は就航から５年が経過すると

ともに、クルーズ船の寄港が急増し、昨年は本州日本海港湾では第２位の寄港回数と

なっている。

また、昨年採択された国の先導的官民連携支援事業で、地元の総意として、竹内南

地区における「みなと」を核にした賑わいづくりと防災拠点機能を両立できる新たな

貨客船ターミナルのあり方がまとめられているところ。

○中野地区 国際物流ターミナル

合板の国内シェア１６%を占める境港背後の木材関連企業は、平成２６年には増産

体制を整える予定で原木輸入の増加を見込んでおり、大型船に対応する国際物流ター

ミナルの１日も早い整備を強く望んでいる。

- 13 -
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クルーズ船の寄港が急増！

竹内南地区 複合一貫輸送に対応した貨客船ターミナル整備事業〔直轄事業〕
我が国唯一の環日本海定期貨客船や外航クルーズ船に対応した新たな貨客船ターミナルの整備

【課題】 景観・異臭などの問題

昭和南地区

貨物船(原木、チップ)とクルーズ船が同一岸壁を利用
（Ｈ２６年はチップ取扱量も対前年の１．４倍の見込み）

竹内南地区貨客船ターミナル整備
～みなとを核とした官民連携による賑わいづくり～

【賑わいづくり計画の３つの柱】
竹内南地区の
①圏域の賑わいづくり方策
②岸壁・ふ頭用地・貨客船ターミ ナルの確保
及びＣＩＱ体制の充実

③防災拠点機能

【課題】 ＣＩＱ体制が不十分

昭和北地区

昭和南地区

環日本海定期貨客船（Ｈ２１.６～）
対応仮設ターミナル

○入国手続きを２時間程度で終えることが不可欠
○現在の出入国審査７ブースでは、２時間で７００人が限界

大型クルーズ船の円滑なＣＩＱ対応が
可能なターミナル整備が急務！

○現状の暫定対応
大型クルーズ船（約25，000トン級以上）の場合、昭和南地区の原木・
チップ埠頭にしか着岸できないが、仮設ターミナルと離れている（約２
km）ため、船内での仮入国手続きを行っている。

船内仮入国手続きでは、「船内での仮設備設置に時間がかかる」「船
内の電源が安定しない」「船内のためスペースが狭い」などの問題によ
り、手続きに時間がかかっている。

ダイヤモンドプリンセス号寄港（H２６年６月１６日）

昭和南地区

専用岸壁となる貨客船ターミナルの整備
（事業化の実現）が急務！

２０１３年は17回寄港（乗客数過去最高で１万人を突破！）
2014年には新たに世界最大手の客船会社（ロイヤルカリビア

ン社）から１３万トン級(乗客３，０００人級)大型クルーズ船の寄
港予定も１０回程度あり、２０１３年の乗客数を上回る勢い！

しかし、２０１４年の大型クルーズ船の寄港については、
貨物船と係留が重複するため、寄港を断らざるを得ない。

イメージパース

事業化の実現！

原木・チップ埠頭

貨物埠頭
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島根県

鳥取県

中野地区国際物流ターミナル整備事業[直轄事業]１日でも早い完成を！

背後の企業が増産体制

○設備投資
Ａ工場 平成２４～２６年 １０億円
Ｂ工場 平成２２～２６年 ３９億円 ５０億円
Ｃ工場 平成２３年 １億円
○雇用創出

工場増設による直接雇用増 ３０名程度

平成２６年には合板の増産体制
が整い原木輸入量が増加

合板増産に伴い原木の野積が増加
 

更に野積場が不足

【課題】 原木・チップ船がクルーズ船と同じ岸壁

原木

木皮

クルーズ船

【課題】 非効率な荷役

原木

リサイクル貨物

混在する
貨物

野積場が
不足

【課題】 クルーズ船入港時の沖待ち状況

沖待ち

原木を昭和南地区から中野地区へ

国際物流ターミナルの
1日でも早い完成が必要

平成24年7月撮影 平成26年7月撮影

今年度 ふ頭用地概成の見込み
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外航クルーズ船寄港および国際航空路線の拡充等に伴うＣＩＱ体制の充実

について

《提案・要望の内容》

○地方における外航クルーズ船や国際チャーター便の就航について、円滑な受入

れを行うため、ＣＩＱ体制の充実を図ること。

※地方における外航クルーズ船、国際航空路線の円滑な運航には、ＣＩＱ体制が十分に確保さ

れることが不可欠である。特に、本年２０１４年には境港への世界最大級（乗客３,０００人

級）のクルーズ船寄港が予定されており、２０回程度の寄港で乗客数は約３万人を見込んで

いる。しかし、現在の体制では入国手続きに時間を要し、乗客が下船するまでに、大きく時

間を費やすことが予想される。

、 、 、※このため 境港へのＣＩＱに係る人員や審査機器の確保等 ＣＩＱ体制の充実を図るとともに

鳥取空港等地方の非検疫飛行場においても人員体制の充実が必要である。

〈参考〉鳥取県の取組状況

１ 本県では、境港がアジアクルーズターミナル協会に加盟し、アジア地域の中国、台湾、韓国など、

外航クルーズ船の誘致を積極的に行っている。

（ ）○平成２５年(2013年)の国際定期便の運航状況 平成２６年３月末現在

区分 路線・運航日 利用者数 利用率

空 路 ○米子鬼太郎空港～仁川国際空港（韓国） (28,378) (55.5)

○毎週日・火・金曜日運航 24,384人 47.5 %

航 路 ○境港～東海港（韓国）～ウラジオストク港（ロシア） (24,940) －

○毎週金・ 土）曜日運航 23,888人 －（

上段（ ）は前年実績※

（ ）○平成２５年(2013年)の外航クルーズ船・国際チャーター便の運航実績 平成２６年３月末現在

区 分 便 数 運航実績

境 港 １７便 外航クルーズ船 （年間乗客数：10,896人）１７回［ ］

鳥取空港 １０便 航空便 台湾：１０便、香港：４４便、ロシア：６便［ ］

米子鬼太郎空港 ５０便

計 ７７便

２ 今後も、山陰唯一の国際航空路線である米子～ソウル便に次ぐ、将来の新たな国際定期便就航を睨

んで、香港、台湾、中国、ロシア沿海地方等東アジア地域をターゲットに、インバウンド国際チャー

ター便の就航を働きかけ、本県への外国人観光誘客を一層促進する。

平成２６年度(2014年)の外航クルーズ船・国際チャーター便の運航予定○

区 分 便 数 運航予定

境 港 ２０便 [外航クルーズ船］乗客3,000人級の大型クルーズ船等が境

鳥取空港 ８便 港に入港し、年間乗客数は過去最高で１万人を突破した平

米子鬼太郎空港 ４８便 成２５年の記録を大幅に上回る約３万人を見込んでいる。

計 ７６便 [航空便］香港、台湾、ロシア、タイなど
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県民の安全安心を守る治水事業（直轄事業）の推進について

《提案・要望の内容》

○県民の安全・安心を確保するため、浸水被害や土砂災害の危険度の高い地域な
どにおける直轄事業を推進すること。

【河川事業】中海湖岸堤短期整備箇所の促進並びに短中期整備箇所の前倒し着
手、青木地区の整備促進等を行うこと。

斐伊川：中海湖岸堤整備箇所
短 期 事業中：渡漁港（築堤、樋門 、米子空港南（築堤 、） ）

貯木場(築堤)、旗ヶ崎承水路(樋門)
短中期 未着手：５箇所（米子港(防波堤、ポンプ場前)ほか）
中 期 未着手：３箇所（米子空港北ほか）

日野川：青木地区（河道掘削＜流下能力向上＞ 、河川整備計画策定）
天神川：小鴨地区、米積地区外（河道掘削＜流下能力向上＞、侵食対策）
千代川：佐貫～用瀬区間外（河道掘削＜流下能力向上＞、堰改修）

徳吉地区（河道掘削＜流下能力向上＞）

【砂防事業】三の沢箇所外等の土砂流出防止を促進すること。
日野川流域：三の沢箇所外（土砂流出防止）
天神川流域：野添箇所外（土砂流出防止）

【海岸事業】皆生工区の景観保全（施設改良）や、両三柳工区の侵食対策等の
促進を図ること。

皆生海岸：皆生工区（施設改良 、両三柳工区（侵食対策））
富益工区（養浜工 、境港工区（サンドリサイクル））

※近年、全国各地でゲリラ豪雨など、甚大な被害をもたらす集中豪雨が多発しており、

鳥取県内でも平成２３年９月の台風１２号では、大山で総雨量 を記録。1,000mm
※平成２５年７月豪雨では、江府町江尾で観測史上最大の時間雨量 を記録したほ87mm

か、９月豪雨では、鳥取市の大路川において 人( 世帯)に避難勧告が発令15,200 5,290
されるなど、住民の安全・安心確保のためには着実な治水対策が急務。

※皆生海岸では、鳥取県内初の海岸水防警報が発令された平成２５年１０月の台風２６

号の波浪により浜崖が発生しており、早急に侵食対策の検討が必要。

大山砂防

直轄河川区域

直轄砂防区域

直轄海岸区域

小鴨地区
佐貫～用瀬区間

中海湖岸堤

斐伊川

野添箇所

三の沢箇所

皆生、富益、両三柳、境港工区

千
代
川天

神
川

日
野
川

兵庫県

島根県

岡山県

米積地区

青木地区

徳吉地区
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＜参考＞

【河川事業】

・日野川（青木箇所）

平成２３年９月の台風１２号では、法勝寺川の水位上昇の影響で、県管理の小松谷川沿い

の米子市青木地区で浸水被害が発生したほか、法勝寺川沿いの南部町境地区で浸水被害が

発生（床上9戸、床下45戸）し、県道が通行止めとなり、一時集落が孤立した。

＜青木箇所の浸水状況＞

・斐伊川（中海湖岸堤）

大橋川改修に先行し、中海湖岸堤の短期整備箇所（全６箇所）の促進と、続く短中期整備箇

所等が順次前倒して着手できるよう、関係機関の調整を進める必要がある。

樋門設置工事に着手した、旗ヶ崎

承水路の状況（平成26年3月）

旗ヶ崎承水路
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【砂防事業】

・日野川流域

※多くの行楽客で賑わう国立公園「大山」では、特に梅雨時期や台風時期に大山南壁の沢

（一の沢、二の沢、三の沢）で土石流が発生し、大山環状道路が通行止めになるなど観光

資源としての価値を下げるとともに、下流域の住民は土石流による災害の不安を抱えている。

＜大山南壁下流域土砂流出状況＞

【海岸事業】

・皆生工区

平成２５年１０月中旬の台風２６号により皆生海岸に県内で初めて水防警報が発令され、

浜崖が発生した。

＜浜崖の発生状況＞

南東方向を望む 北西方向を望む

・境港工区

弓ヶ浜海岸（米子市夜見、富益地内等）が美保湾を北に向かう沿岸漂砂により侵食され、

北側末端部に位置する境港公共マリーナ港口に堆積し、航路・泊地が埋没している。
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日本海国土軸を形成する整備新幹線など高速鉄道網の整備について

《提案・要望の内容》

○日本海国土軸を形成する高速鉄道の整備に向け、山陰新幹線をはじめとする
整備新幹線の整備が遅れている地方に対する在来線を含めた総合的な高速鉄道
網の整備の方向性を示すこと。

、 （ ）※災害に強い国土づくりを進めるためには 高速鉄道の補完性・代替性 リダンダンシー

を確保することが重要である。

※環境にやさしい大量公共輸送機関としての鉄道機能をより発揮するためには、全国的な

高速幹線鉄道網の整備が必要。

※しかしながら、全国新幹線鉄道整備法が1970年に制定されて以来約42年経過しているに

もかかわらず、基本計画線については、着工はもとより調査・計画の目途さえ立ってい

ないのが現状であるが、この間、同法は根本的な見直しはされず、また、その他に総合

的な幹線鉄道計画は策定されていない状況にある。

※また、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも明らかになったように、旅客、貨物輸送を

確保するためには高速鉄道、高速道路などの高速交通網の多重化が不可欠。

＜参考＞
全国新幹線鉄道網の整備状況

営業中の新幹線

建設中の新幹線

整備計画路線

整備計画路線（超電導磁気による浮上方式）

基本計画路線
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米子鬼太郎空港の機能強化について

《提案・要望の内容》

○東京便の増便や札幌、沖縄等の新規路線の開設に伴いターミナルビルの利用
者や空港エプロンのスポット運用が過密状態にあり、空港利用の安全性や円
滑運用を確保する必要があることから、次のとおり米子鬼太郎空港の機能強
化を図ること。

・エプロン機能の拡大
・民間事業者が空港施設を拡充する際の補助制度の創設

＜参考＞

米子鬼太郎空港平面図

○ 国内・国際定期便の運航状況（便数が大幅増加）空港エプロン利用状況

H25年9月末まで （航空会社・路線） 便数

ANA ： 羽田 5便/日

ｱｼｱﾅ: ソウル(仁川) 1便/日※毎週日･火･金

 
H25年10月以降 （航空会社・路線） 便数

ANA： 羽田 増便 ､機材大型化 6便/日（H25.10 ） （H26.3 ）～ ～

SKY： 成田、神戸、茨城(神戸経由) 9便/日(H25.12 )～

（H26.4 ）羽田、新千歳、那覇 ～

ｱｼｱﾅ: ソウル(仁川) 1便/日※毎週日･火･金

＜国際チャーター便の就航＞

○平成24年度：29便（台湾､中国）

○平成25年度：50便（香港､台湾､ロシア）

○平成26年度：48便を予定(香港､台湾､バンコク等）

駐車場

民航エプロン

２ ３ ４ ５

スカイ ＡＮＡ 国際定期
(アシアナ)

スカイ

ターミナルビル

空港平面図

米子空港駅

県道米子
境港線

47
小型機

(水産庁調査ヘリ)

※注）国際チャーター便を運用する場合は調整が必要

貨物ビル海上保安庁
美保空港基地

１

海保
緊急用

国際
チャーター
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斐伊川水系中海の護岸整備及び水質保全対策の推進について

《提案・要望の内容》

○大橋川改修事業を促進するにあたっては、米子・境港両市民の安全・安心を確

保するため、下流域の中海湖岸堤の整備の促進を図ることとし、短期箇所に引

き続き、短中期・中期整備箇所についても順次前倒して着手すること。

【中海湖岸堤の整備箇所】

（うち 箇所は完了）短期整備：６箇所 2

・事 業 中：渡漁港、米子空港南、貯木場、旗ヶ崎承水路

短中期整備：５箇所

・未 着 手：米子港（防波堤、ポンプ場前 、葭津、貯木場北、貯木場南）

中期整備：３箇所

・未 着 手：米子空港北、旗ヶ崎、米子港（野積場）

※鳥取・島根両県は、中海湖岸堤整備の促進等に関し国に求める協定書を締結 （平成２１。

年１２月１９日）

※両県は、中海の水に関する諸問題を協議する「中海会議 （国土交通省、農林水産省、鳥」

取・島根両県、中海沿岸市町等）を設立 （平成２２年４月２２日）。

※国は、斐伊川水系河川整備計画に中海湖岸堤の整備促進を明記 （平成２２年９月３０日）。

○中海の水質改善に向けて、国レベルで実施された流動や堤防開削に係る影響の

調査等により、汚濁原因等の解明を図ること。

○浅場造成、植生帯の復元に加え、中海の海藻回収による湖底環境の改善など、

新たな対策の検討も含め、具体的な水質浄化対策を積極的に推進すること。

※中海では湖沼法に基づく水質保全について、平成元年度から25年間・５期の水質保全計画

を関係機関と連携して推進し、長期的に見れば水質は改善傾向にあるが、環境基準は達成

していない。平成26年度は新たに第６期計画を策定するよう取組みしている。

※平成22年４月に設置した中海会議では、中海の水質改善を進めるため、観測の強化等の意

見が出され、24年度に国、島根県、鳥取県は米子湾流動シミュレーション解析等を行い、

25年度は両県が底質・窪地の水質への影響調査等を行い、６期計画策定に向け、汚濁機構

の解明等にも取組んでいる。

※環境省「汽水湖調査検討会(H23-25・全国調査)」は、中海の堤防撤去と開削の影響等をま

とめられたが詳細は報告されていないので、引き続き、国レベルの研究や浄化対策の成果

普及と両県の行う調査・研究等との連携を図ること。

※国は浅場造成、植生帯復元等を進められているが、小規模で効果は限定的なので、一層の

規模拡大、自然浄化機能の再生促進や海藻回収による湖底環境の改善など、更なる水質浄

化対策を積極的に推進すること。
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＜参考＞

○国が示した「斐伊川水系河川整備計画」における湖岸堤の整備計画

○中海の水質の経年変化
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環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）及び日豪ＥＰＡ交渉について 

 

 

 

＜参考＞ 

 

ＴＰＰ参加による鳥取県農林水産業への影響額試算 

○国と同様の前提条件で試算 

農産物     ２１９億円（△３２．４％） 

林産物（合板等）  ９億円 

水産物（属人）    １８億円（△１１．３％） 

合  計        ２４６億円（△２５．０％）   ※（ ）内は対県内生産額比 

 

《提案・要望の内容》 
 
○ＴＰＰ交渉にあたっては、農林水産分野のみならず、国民皆保険制度、食の安全・

安心、政府調達など国民生活のあらゆる分野への影響が想定されるため、国民に

対する情報開示を適切に行い、協定締結に向けた判断について国民的議論を行い

ながら慎重に検討、判断を行うこと。 

 

○また、ＴＰＰ、日豪ＥＰＡ等の検討に際し、守るべきものは守り、攻めるべきは

攻め、国益にかなう最善の道を追求するという姿勢で交渉に臨んでいただくとと

もに、国内農林水産業への影響に鑑み、競争力強化などに向けた抜本的支援を行

うこと。 

 

【強い農林水産業づくりに向け、求められる対策】 

①畜産、酪農に関する対策 

・経営安定対策として、肉用肥育経営安定対策事業の支援内容の拡充 

・自給粗飼料や飼料用米の生産拡大のため、生産・調製機械の整備及び関係

施設改修の支援制度の拡充など施策の充実 

②高品質な農林水産物生産に関する対策 

・生産基盤、施設修繕・整備及び大型機械の導入等に対する支援の強化 

＜例＞ 

・農業水利施設、米の乾燥調製施設、畜舎の整備支援 

・森林整備加速化･林業再生事業の拡充・継続 

・高度衛生管理型の水産市場整備支援 

③水産業に関する対策 

・漁船の建造、漁業者の収入安定など水産業に対する補助金が、ＴＰＰ協定

において原則禁止とされる懸念があることから、水産業を守る対策を講ず

ること。 
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農林水産業の競争力強化に向けた農業改革について 

 

 

《提案・要望の内容》 

 

○ 農業協同組合や農業会議のあり方抜本的見直しなど、改訂後の日本再興戦略に

位置づけられた農業改革について、今後の法案の内容検討にあたっては、これ

らの組織が地域で果たしている役割などの実態を十分に把握した上で進められ

るべきであり、農業者や農業団体、地域住民など現場の意見を踏まえ、慎重に

検討すること。 

 

 

＊ 特に、信用・共済事業を切り離すことについては、農産物販売や営農指導、信用共済

事業など相互の取組みにより単協の経営が成り立っているものであり、組織の解体に

つながる虞がある。 
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林業・木材産業の成長産業化等に向けた予算の確保について

《提案・要望の内容》

○ 本県の林業・木材産業の成長産業化や「きのこ王国とっとり」の実現を図る

ためには、川上・川下対策が一体となった総合的な対策が複数年度に渡って計

画的に講じられる必要があるが、森林整備加速化・林業再生基金が平成２６年

度限りとされていることから、平成２７年度以降においても継続して予算措置

を講ずること。

＜参考＞
○これまで森林整備加速化・林業再生基金を活用し、林内路網の整備や森林境界の明確化、木材加工

流通施設の整備等の川上・川下対策が一体となった総合的な対策を講じてきたことにより、県内の

森林・林業・木材産業の再生に向けた取組は着実に前進している。これを成長産業化に向けて更に

進めるととともに、きのこ産業の振興等による里山資源を有効活用した地域の活性化を進めていく

ためには、同基金のような複数年度に渡る計画的な事業に取り組める予算措置が不可欠。

《本県の素材生産量の推移と今後の目標》

Ｈ１７：１１.８万m3 → Ｈ２５：２１.４万m3 → Ｈ３２（目標 ：３８万m3）

（Ｈ１７、２５の数値は木材統計より）

《本県における森林整備加速化・林業再生基金の運用状況》

（単位：千円）

区分 基金造成額 運用益 実施済（予定） ２６年度（予定） 返還済

平成21～23年度分 4,993,000 15,852 4,780,472 228,380 0

平成24～26年度分 4,278,724 10,084 2,636,808 60,000 1,592,000

平成24年度緊急経済対策 3,803,951 0 3,803,951 0 0

平成25年度経済対策 1,942,900 0 0 1,942,900 0

計 15,018,575 25,936 11,221,231 2,231,280 1,592,000

《本県における森林整備加速化・林業再生基金の実績》

単位

間伐面積 ha 5,642

搬出材積 m3 27,944

m 138,306

ha 3,655

台 57

基 15

式 16

用途別内訳 棟 50

認定こども園・保育所 棟 7

医療・社会福祉関連施設 棟 12

その他 棟 31

木材使用量 m3 4,691

木造公共施設

製材加工施設、乾燥施設

合板製造施設、流通施設等

H21～25実績区　分

間伐

木材加工流通施設の
整備

高性能林業機械の導入

森林境界の明確化

林内路網の整備（作業道開設延長）
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地産地消による学校給食用牛乳の供給について 

 

 

《提案・要望の内容》 
 

○ 学校給食用牛乳の供給推進の補助制度について、１県１乳業という鳥取県の

特殊事情を踏まえ、県内産牛乳による学校給食が実現できるよう、現行の県

が入札により供給事業者の選定、供給価格の決定を行う制度の見直しを行う

こと。 

 

＜参考＞ 

 

○乳業工場合併の経緯 

・国の方針により、県酪農・肉用牛近代化計画を作成して乳業合理化を図り、県内１乳業

体制とした。 

平成元年：５者 → 平成１４年：４者 → 平成１５年：１者 

  ・この乳業は、県内酪農家すべてが集結した酪農専門農協であり、県産生乳全量を処理し

ている全国唯一の形態である。 

 

○今年度の経緯 

・県内での学校給食用牛乳の供給について、国の要綱・要領により県の入札が義務づけら

れているため、県外業者を含めた牛乳供給業者の入札を余儀なくされ、平成２６年度に

県西部の６市町へ県外事業者が納入することになった。 

 

・長年、県内事業者による供給であったこと、県が地産地消を推進していることなどから、

県外事業者へ変更となった市町の教育委員会、保護者、県民等より、多くの意見が寄せ

られ、報道にも大きく取り上げられるなど、社会問題となった。 

 

○県内関係者の声 

・保護者からは、他県産に変わったのは残念との声が寄せられている。 

 

・変更となった市町からは、県内産牛乳供給への強い要望が寄せられている。 

 

・今後このような事態が継続するとＴＰＰやＥＰＡの進展とも相まって、県外の乳業メー

カーの参入が益々激化し、学校給食に地元の牛乳を供給することが困難となることが予

想され、生産者の危機感は高まっている。 
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原子力発電所周辺地域における防災対策の強化について

《提案・要望の内容》

【原子力防災対策の強化について】
○原子力発電所の安全確保は絶対的なものではなく、万が一の事故に対する防災対策

の強化が重要であり、国の責任で強化に取り組むこと。

○緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）の原子力防災体制初期投資として、原子力環境
センター（ＥＭＣ）等を平成２７年度までに確実に整備できるよう、国において必
要な財源を措置すること。

○平成２６年度当初予算の執行に当たっては、当県における二次被ばく医療の中心と
なるホールボディカウンター等の緊急整備ができるよう配慮すること。

、 。○原子力防災対策を実施するうえで必要となる人件費についても 国が負担すること

○原子力災害時における屋内退避施設の確保のため、医療・社会福祉施設の放射線防
護対策事業について、引き続き国交付金による予算措置を行うこと。

○要援護者の避難のための特別な移動手段、避難に当たって入院患者等に付き添う看
護師など医療従事者の確保等について、国が関与して方針を示すとともに、体制を
整備すること。

＜参考＞
※鳥取県境から島根原子力発電所までの距離は最短で約１７ｋｍ。 ＵＰＺ（３０ｋｍ圏内）
では境港市と米子市の一部が対象となる。

島根原発の防災対策費（初期投資）の必要額

国の支援策 事業内容
H２５年度
事業費

H２６年度
所要額

H２７年度
所要額

計

原子力発電
施設等緊急
時安全対策
交付金

防護資機材（可搬型モニタ
リングポスト１１台）整備、
普及啓発、防災訓練等

２１１ ５４ １１３

３７８可搬型モニタリングポスト、放
射線計測器、防護服等 維持管理費等

原子力環境センター（仮
称）整備に係る機器

危機管理体制整備等
（TV会議システム等）

３３ ９５ ※維持管理費は別途
１２８

設備維持費等 ※同上

被ばく医療整備等（スクリー
ニング、ホールボディカウン
タ２台等）

５００ １５５

－ ６６３
ホールボディカウンタ
〔鳥取大学附属病院〕

８
医療機関用除染資機材

ホールボディカウンタ
(県立中央病院)

緊急被ばく医療研修等、安
定ヨウ素剤備蓄等（UPZ７万
人・調剤機材）

３５ １３
－ ４８

安定ヨウ素剤関係 医療用放射線測定機器

小計 ７８７ ３１７ １１３ １，２１７

放射線監視
等交付金

モニタリングポスト・システ
ム・測定機器整備、環境試
料分析等整備

２３３

２３３モニタリングデータ統合の
ためのシステム改修

－

原子力環境センター（仮称）
整備等

１８ １９３ ２３８

４４９地質調査、基本設計・実施
設計

建築工事着工、放射能
の分析機器を順次整備

環境センター竣工、放射
能分析機器を順次整備

小計 ２５１ １９３ ２３８ ６８２

合 計 ３か年で１９億円必要⇒ １，０３８ ５１０ ３５１ １，８９９

○島根原発の防災対策費（初期投資）に対する国交付金の必要額は概算で約１９億円！
・ 緊急に原子力防災体制の整備が必要。〔H25～H27年度の3カ年整備〕 （単位：百万円）

残り約９億円 必要！
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